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筑波大学教職員組合 

つくば連絡会ニュース 

２００３年１０月９日（木）Ｎｏ．１８ 

連絡先：内線５０１２（齋藤靜夫） 

E-mail ssaito@ims.tsukuba.ac.jp 

ホームページ http://fweb.midi.co.jp/~wout/ 

発行・編集責任者 大澤 良（農林） 

 

☆国立大学法人化・・・Q＆A☆ 
全国大学高専教職員組合（全大教）のパンフから転載 

 
 
 
 

ご質問はいつでも、齋藤（内線５０１２、E-mail: ssaito@ims.tsukuba.ac.jp） 

または E-mail：wout@fweb.midi.co.jp へどうぞ。必要であれば当局担当者にも確認の上、お応えいたします。 
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Q7 これまで教職員組合に加入する 

     必要はないと思っていましたが・・・。 

 これまでは、国家公務員法など公務員関係の法律や規則が一律に適用されていました。法人化後は、就業規則

や労使協定、労働協約によって教職員の労働条件は決まります。より働きやすいに労働環境にしていくためには、

法人と労働組合との団体交渉によって労働協約、労使協定を結び労働条件を改善していく必要があります。就業

規則の作成にも大きく意見を反映できるのが労働組合です。 

 

 

また、「労使協定」を締結するた

めには、組合が職場の過半数を超

えているか、もしくは職場の過半

数の教職員を代表しているという

証明（例えば委任状）による「過

半数代表制」が必要となり、教職

員の労働条件と教育研究条件の改

善のためには、益々組合に加入し

てもらうことが重要になります。

（表【３】参照） 

 

表【３】就業規則・労使協定・労働協約の差異 

 就業規則 労使協定 労働協約 

過半数要件 あり あり なし 

作成義務 あり 必要な場合あり なし（作成＝締結は任意） 

届出義務 あり（労働基準監督署） あり／なし なし 

適用範囲 従業員全体 従業員全体 組合員（協約で協定） 

作成者 法人の長（労務担当者） 法人の長と労働組合（労働者代表） 法人の長と労働組合 

有効期間 なし ３６協定はあり ３年以内（更新可） 

 


